
鯖 江 市 農 業 委 員 会 第 ９ 回 総 会 議 事 録 （ 要 旨 ）  
 

１  日   時  令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ６ 日 （ 火 ）  

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会  

午 後 ３ 時 ０ ０ 分 閉 会  

２  場   所  鯖 江 市 役 所  別 館 ４ 階  全 員 協 議 会 室  

３  議   事  

( 1 )  議 案 第 ４ ７ 号  農地法第３条の許可申請適格者審査について 

( 2 )  議 案 第 ４ ８ 号  農地法第３条の許可申請審議について 

( 3 )  議 案 第 ４ ９ 号  農地法第５条の許可申請審議について 

( 4 )  議 案 第 ５ ０ 号  農用地利用集積計画の意見審議について 

４  報  告  事  項  

( 1 )  報 告 第 ２ ５ 号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

( 2 )  報 告 第 ２ ６ 号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

( 3 )  報 告 第 ２ ７ 号  非農地証明の発行について 

５  議   長  福 島 会 長  

６  署 名 委 員  4 番 窪田善一郎 委員、6 番 前田昭一 委員  

７  事 務 局 斎 藤 事 務 局 長 、 松 田 事 務 局 次 長  

石 丸 事 務 局 長 補 佐 、 西 森 書 記 、 藤 田 書 記  

 

 

   午 後 １ 時 ３ ０ 分  開 会  

事 務 局  

 

事 務 局  

 

事 務 局  

 

 

福 島 会 長  

※以下議長 

 

議 長  

 

 

そ れ で は 開 会 に あ た り 、 欠 席 委 員 の 報 告 を し ま す 。  

 

 （ 欠 席 委 員 の 報 告 ）  

 

つ づ き ま し て 、 福 島 会 長 か ら ご 挨 拶 を お 願 い し ま す 。 

引 き 続 き 、 議 事 進 行 を 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 

  

議 長 就 任 挨 拶  

 

 

た だ い ま か ら ９ 月 の 農 業 委 員 会 総 会 を 開 会 い た し ま

す 。本 日 の 議 題 に つ き ま し て は 、お 手 元 の 資 料 の と お り

で す 。  



議 長  

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

議 長  

 

 

 

６ 番  

前 田 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

２ 番  

水 嶋 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

ま ず 、議 事 録 署 名 委 員 の 選 任 を お 願 い し た い と 思 い ま

す が 、私 の ほ う か ら 指 名 し て よ ろ し い か お 諮 り い た し ま

す 。  

 

異 議 な し  

 

で は 、４ 番  窪 田 善 一 郎  委 員 、６ 番  前 田 昭 一  委 員  

に お 願 い し ま す 。  

 

次 に 、 各 部 会 か ら ９ 月 部 会 の 報 告 を 願 い ま す 。  

ま ず 始 め に 、農 政 部 会 の 報 告 を 、農 政 副 部 会 長 か ら お

願 い し ま す 。  

 

９ 月 の 農 政 部 会 の 報 告 を い た し ま す 。  

９ 月 １ ９ 日 、 火 曜 日 、 私 ほ か ４ 名 が 出 席 し て 、 農 政 部

会 を 開 催 し ま し た 。  

議 案 審 議 の 前 に 農 用 地 利 用 集 積 計 画 、い わ ゆ る 利 用 権

に つ い て 事 務 局 よ り 説 明 を 受 け た 後 に 、 議 案 第 ５ ０ 号  

農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 意 見 審 議 に つ い て 協 議 し ま し た 。

協 議 の 結 果 に つ い て は 後 ほ ど の 議 案 審 議 の 際 に ご 報 告

い た し ま す 。  

以 上 、 部 会 報 告 と い た し ま す 。  

 

次 に 、農 地 調 整 部 会 の 報 告 を 、農 地 調 整 部 会 長 か ら お

願 い し ま す 。  

 

９ 月 の 農 地 調 整 部 会 の 報 告 を い た し ま す 。  

９ 月 ２ ０ 日  水 曜 日 、 わ た し ほ か ８ 名 の 出 席 で 、 農 地

調 整 部 会 を 開 催 し ま し た 。  

当 日 は 、部 会 に 先 立 ち 、午 前 ９ 時 ０ ０ 分 か ら 、淺 野 委

員 と 堀 内 委 員 の ２ 名 に よ り 、３ 条 お よ び ５ 条 関 係 の 転 用

案 件 な ど 約 ２ 時 間 ３ ０ 分 に わ た り 現 地 調 査 を 実 施 し ま

し た 。  

ま た 、 そ の 後 の 部 会 で は 、 ３ 条 、 ５ 条 等 の 議 案 に つ い

て 審 議 を 行 い ま し た 。  

審 議 の 内 容 に つ い て は 、後 ほ ど の 議 案 審 議 の 際 に 、ご



２ 番  

水 嶋 委 員  

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

２ 番  

水 嶋 委 員  

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

報 告 い た し ま す 。  

以 上 、 部 会 報 告 と い た し ま す 。  

 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

そ れ で は 次 に 議 事 に 入 り ま す 。  

ま ず 始 め に 、議 案 第 ４ ７ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請

適 格 者 審 査 に つ い て 、お よ び 関 連 議 案 で あ り ま す 、議 案

第 ４ ８ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て 上 程

し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を 願 い ま す 。  

 

３ 条 申 請 番 号 １ （ 中 野 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 譲 受 人 が 耕 作 地 の 取 得 を 目 的 に 、 畑 の 所 有

権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

 申 請 地 は 、東 側 は 宅 地 、西 側 は 用 悪 水 路 、南 側 、北 側 は

宅 地 と 接 し て お り ま す 。  

（ 耕 作 ･従 事 要 件 ）  

譲 受 人 は 、 申 請 地 を 畑 と し て 利 用 す る 営 農 を 計 画 し て

お り ま す 。  

（ 耕 作 利 便 要 件 ）  

譲 受 人 の 申 請 面 積 を 含 め た 経 営 面 積 は 、 ５ ０ ａ を 上 回

っ て い ま す 。  

 

農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、農 地 調 整 部 会 長 よ り 願 い ま す 。

 

議 案 第 ４ ７ 号 農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 適 格 者 審 査 に

つ い て 、お よ び 議 案 第 ４ ８ 号 農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 審

議 に つ い て 、審 議 の 結 果 、全 案 件 に つ い て 許 可 相 当 の 意

見 と な り ま し た 。  

以 上 、 報 告 し ま す 。  

 

た だ い ま 、事 務 局 な ら び に 農 地 調 整 部 会 長 の 説 明 が あ

り ま し た が 、皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。ご 意 見 の あ る

方 は 挙 手 を 願 い ま す 。  

 



委 員  

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 質 疑 応 答 無 し ）  

 

ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。無 い よ う で す の で 議 案 第 ４ ７

号  農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 適 格 者 審 査 に つ い て 、お よ

び 関 連 議 案 で あ り ま す 、議 案 第 ４ ８ 号  農 地 法 第 ３ 条 の

許 可 申 請 審 議 に つ い て は 農 地 調 整 部 会 長 の 説 明 の と お

り 、 許 可 と し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手  

 

全 員 賛 成 と 認 め 、 議 案 第 ４ ７ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 許 可

申 請 適 格 者 審 査 に つ い て 、 お よ び 関 連 議 案 で あ り ま す 、

議 案 第 ４ ８ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て は

原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し た 。 よ っ て 、 許 可 と い た

し ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 ４ ９ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議

に つ い て 上 程 し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を 願 い ま

す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 １ （ 下 河 端 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、建 設 業 土 場・倉 庫 を 目 的 と し て 、畑 を 取 得 す

る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 、南 側 は 水 路 、西 側 は 不 耕 作 の 田 、北 側

は 道 路 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

ま た 、申 請 地 は 非 農 地 と な っ て お り 、そ の こ と に つ き ま

し て 始 末 書 が 提 出 さ れ て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 農 振 白 地 で 、 住 宅 等 の 連 た ん す る 区 域 内 に あ

る 農 地 で あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  



事 務 局  

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 側 の 隣 接 農 地 は 譲 渡 人 の 農 地 で 計 画 に つ い て 了 承 済

で す 。  

  

５ 条 申 請 番 号 ２ （ 杉 本 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、住 宅 建 築 を 目 的 と し て 、畑 を 取 得 す る も の で

す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 、西 側 は 、公 衆 用 道 路 、分 筆 後 、北 側 は

宅 地 、 南 側 は 畑 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 準 工 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判

断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

分 筆 後 南 側 の 隣 接 農 地 は 、 譲 渡 人 の 農 地 で 計 画 に つ い

て 了 承 済 で す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ３ （ 下 河 端 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、敷 地 拡 張 を 目 的 と し て 、畑 を 取 得 す る も の で

す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 は 宅 地 、西 側 は 用 悪 水 路 、北 側 、南 側 は

水 路 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 、 地 面 浸 透 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

ま た 、申 請 地 は 非 農 地 と な っ て お り 、そ の こ と に つ き ま

し て 始 末 書 が 提 出 さ れ て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 農 振 白 地 で 、 住 宅 等 の 連 た ん す る 区 域 内 に あ

る 農 地 で あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 す る 農 地 は あ り ま せ ん 。  

  



事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

５ 条 申 請 番 号 ４ （ 有 定 町 ２ 丁 目 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、住 宅 建 築 を 目 的 と し て 、田 を 取 得 す る も の で

す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 は 、公 衆 用 道 路 、西 側 は 宅 地 、北 側 は 田 、

南 側 は 宅 地 と 畑 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 準 工 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判

断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

北 側 に 隣 接 す る 田 と の 境 界 は 、 L 型 擁 壁 を 設 置 す る た

め 、 土 砂 流 出 は あ り ま せ ん 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み

で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ５ （ 上 氏 家 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、公 民 館 建 築 を 目 的 と し て 、田 を 取 得 す る も の

で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 、西 側 お よ び 北 側 は 用 悪 水 路 、南 側 は 市

道 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 農 振 白 地 で 、 街 区 の 面 積 に 占 め る 宅 地 の 面 積

の 割 合 が ４ ０ パ ー セ ン ト を 超 え て い る 区 域 に あ る 農 地 で

あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

農 家 組 合 、 土 地 改 良 組 合 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済

み で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ６ （ 上 氏 家 町 ）  



事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 公 民 館 建 築 を 目 的 と し て 、 田 を 取 得 す る も

の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 、西 側 お よ び 北 側 は 用 悪 水 路 、南 側 は 市

道 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 農 振 白 地 で 、 街 区 の 面 積 に 占 め る 宅 地 の 面 積

の 割 合 が ４ ０ パ ー セ ン ト を 超 え て い る 区 域 に あ る 農 地 で

あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

農 家 組 合 、 土 地 改 良 組 合 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済

み で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ７ （ 糺 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 宅 地 分 譲 を 目 的 と し て 、 田 を 取 得 す る も の

で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 は 田 と 宅 地 、西 側 は 市 道 、北 側 と 南 側 は

水 路 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 農 業 用 用 水 路 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 中 高 層 住 居 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３

種 農 地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

東 側 に 隣 接 す る 畑 は 、L 型 擁 壁 を 設 置 す る た め 土 砂 流 出

は あ り ま せ ん 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み

で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ８ （ 杉 本 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  
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本 申 請 は 、 住 宅 建 築 を 目 的 と し て 、 畑 を 取 得 す る も の

で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 、西 側 は 宅 地 と 畑 、北 側 と 南 側 は 市 道 と

接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 住 居 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み で 了 承

を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ９ （ 北 野 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 宅 地 分 譲 を 目 的 と し て 、 畑 を 取 得 す る も の

で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 、北 側 は 公 衆 用 道 路 、西 側 は 農 道 、南 側

は 用 悪 水 路 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 農 業 用 排 水 路 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 中 高 層 住 居 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３

種 農 地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

農 家 組 合 、 土 地 改 良 組 合 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済

み で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

５ 条 申 請 番 号 １ ０ （ 鳥 羽 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 資 材 置 場 を 目 的 と し て 、 田 を 取 得 す る も の

で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、東 側 は 畑 、西 側 は 雑 種 地 、北 側 は 宅 地 、南 側
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水 嶋 委 員  
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議 長  

 

 

 

 

議 長  
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議 長  

 

は 用 悪 水 路 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 農 振 白 地 で 、 住 宅 等 の 連 た ん す る 区 域 内 に あ

る 農 地 で あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

東 側 に 隣 接 す る 畑 と の 境 界 は 、 L 型 擁 壁 を 設 置 す る た

め 、 土 砂 流 出 は あ り ま せ ん 。  

な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 に は 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み

で 了 承 を 得 て お り ま す 。  

 

農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、農 地 調 整 部 会 長 よ り 願 い ま す 。

 

議 案 第 ４ ９ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い

て 、 審 議 の 結 果 、 全 案 件 に つ い て 許 可 相 当 の 意 見 と な り

ま し た 。  

以 上 、 報 告 し ま す 。  

 

た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 農 地 調 整 部 会 長 の 説 明 が あ

り ま し た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る

方 は 挙 手 を 願 い ま す 。  

 

（ 質 疑 応 答 な し ）  

 

ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 議 案 第 ４ ９

号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て は 、 農 地 調 整

部 会 長 の 説 明 の と お り 、 承 認 し て よ ろ し い か 採 決 い た し

ま す 。  

 

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

  

 挙 手  

  

全 員 賛 成 と 認 め 、議 案 第 ４ ９ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可

申 請 審 議 に つ い て は 、 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し
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１ １ 番  

河 野 委 員  

た 。 よ っ て 承 認 し ま す 。  

な お 、番 号 ９ 番 は 福 井 県 農 業 会 議 の 意 見 を 聴 い た う え

で 許 可 と い た し ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 ５ ０ 号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 意 見 審 議

つ い て 上 程 し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 議 案 第 ５ ０ 号 に つ い て 説 明 ）  

 

農 政 部 会 の 意 見 を 、 農 政 副 部 会 長 よ り 願 い ま す 。  

 

議 案 第 ５ ０ 号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 意 見 審 議 に つ

き ま し て 、協 議 の 結 果 、原 案 ど お り 総 会 に 上 程 す る こ と

と な り ま し た 。  

 

た だ い ま 、事 務 局 な ら び に 農 政 副 部 会 長 の 説 明 が あ り

ま し た が 、皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。ご 意 見 の あ る 方

は 挙 手 を 願 い ま す 。  

 

 中 間 管 理 機 構 を 通 じ た 利 用 権 の 設 定 期 間 は 原 則 １ ０ 年

以 上 だ と 理 解 し て い る 。 今 回 の 利 用 権 は 中 間 管 理 機 構 を

通 じ て い な い も の の 、 設 定 期 間 が １ ０ 年 間 未 満 で も 問 題

な い か 。  

 

 今 回 の 利 用 権 設 定 は 地 主 と 耕 作 者 の 直 接 の 契 約 で あ る

こ と か ら 、 設 定 期 間 の 制 限 が 無 く 、 １ ０ 年 未 満 の 設 定 で

問 題 な い 。  

 

 中 間 管 理 機 構 を 通 じ た 場 合 で も 、 １ ０ 年 未 満 の 設 定 が

認 め ら れ る こ と は あ る の か 。  

 

 鯖 江 市 で は 過 去 に 例 が 無 い も の の 、 借 り 手 が ６ ５ 歳 以

上 で あ る な ど の 理 由 で 認 め ら れ る こ と は あ る 。  

 

 貸 し 手 と 借 り 手 と の 間 で ト ラ ブ ル が あ っ た 場 合 、 中 間

管 理 機 構 を 通 し て い る 場 合 は 、 中 間 管 理 機 構 が 間 に 立 っ
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１ ０ 番  

山 岸 委 員  
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て 対 応 す る と い う 理 解 で 良 い か 。  

 

 ご 認 識 の と お り 。 福 井 県 で は 、 ふ く い 農 林 水 産 支 援 セ

ン タ ー が 問 題 解 決 に 対 応 す る こ と に な る 。  

 

 農 地 賃 借 料 水 準 や 農 作 業 標 準 料 金 （ 目 安 ） に つ い て 、

毎 年 変 動 し 定 め ら れ る よ う だ が 、 農 家 に 対 し て の 周 知 の

タ イ ミ ン グ は い つ か 。  

 

 毎 年 ３ 月 下 旬 ご ろ に 、 農 業 委 員 会 だ よ り を 発 行 し て 各

農 家 に 配 布 し て お り 、 そ の 中 に 記 載 し て い る 。  

 

 賃 借 料 や 作 業 料 金 に つ い て は 、 当 事 者 同 士 で お 決 め い

た だ く こ と が 大 事 で あ り 、 定 め て い る 標 準 料 金 に つ い て

も 強 制 す る も の で は な く 、 １ つ の 目 安 と し て ご 理 解 い た

だ き た い 。  

 

 農 地 賃 借 料 水 準 ・ 農 作 業 標 準 料 金 に つ い て 、 市 町 で 大

き く 異 な る よ う だ が ど の よ う に 決 定 し て い る の か 。  

 

 賃 借 料 水 準 に つ い て は 、 昨 年 の 利 用 権 の 賃 借 料 の 平 均

額 な ど を 示 し て い る も の で 、 米 な ど の 物 納 に お い て も 、

そ の 金 額 を 算 出 し て 賃 借 料 と し て 計 上 し て い る 。  

 ま た 、 作 業 標 準 料 金 に つ い て は 、 福 井 県 で 統 一 的 な 作

業 標 準 料 金 の 指 標 が 決 め ら れ た の ち に 鯖 江 市 で 決 定 し て

い る 。 他 市 町 と す り 合 わ せ を 行 い 、 農 政 部 会 に て ご 審 議

い た だ き 、 総 会 で 決 議 を い た だ い て 発 表 し て い る 。  

 

 他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 議 案 第

５ ０ 号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 意 見 審 議 に つ い て 農 政 副

部 会 長 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し

ま す 。  

  

 賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

  

 挙 手   
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議 長  

全 員 賛 成 と 認 め 、 議 案 第 ５ ０ 号  農 用 地 利 用 集 積 計 画  

の 意 見 審 議 に つ い て は 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し た 。

よ っ て そ の 旨 を 鯖 江 市 長 へ と 回 答 を し ま す 。  

 

次 に 、 報 告 事 項 に つ い て 事 務 局 か ら 説 明 を 願 い ま す  

 

（ 報 告 第 ２ ５ ～ ２ ７ 号 に つ い て 説 明 ）  

 

次 に 、 そ の 他 事 項 の 農 業 施 策 の 拡 充 に 関 す る 要 望 書

に つ い て 事 務 局 か ら 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 農 業 施 策 の 拡 充 に 関 す る 要 望 書 に つ い て 説 明 ）  

 

た だ い ま 事 務 局 よ り 説 明 が あ り ま し た が 、 皆 さ ま の

ご 質 問 を 伺 い ま す 。 ご 質 問 の あ る 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

（ 質 疑 応 答 な し ）  

 

最 後 に 事 務 局 か ら 連 絡 事 項 を お 願 い し ま す 。  

   

（ 連 絡 事 項 ）  

 

そ れ で は 、 本 日 の 日 程 は こ れ で す べ て 終 了 い た し ま し

た 。 お 疲 れ 様 で し た 。  

 

午 後 ３ 時 ０ ０ 分 閉 会  
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